
年少者の証明書（法第５７条）

満 15歳に達した日
以後の最初の 3月 31
日が終了していない
（児童）の場合

年齢証明書

修学に差し支えないことを証明
する学校長の証明書

親権者・後見人の同意書

年少者（満１８歳未満の者）を使用する場合には年齢証明書を、児童を使用する場合

にはさらに学校長の証明書、親権者等の同意書を、事業場に備え付けておかなければな

りません。
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